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物流効率化法における特定荷主等の指定の届出の提出方法等に係る荷主及び 

物流事業者向け説明会の開催について（周知依頼） 

 

平素は本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

この度、国土交通省建設業課より、「物流効率化法における特定荷主等の指定の届出

の提出方法等に係る荷主及び物流事業者向け説明会の開催」について、周知依頼があり

ました。 

本年４月１日に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運

送事業法の一部を改正する法律（令和６年法律第23号）が全面施行されたところ、改正

後の物資の流通の効率化に関する法律（平成17年法律第85号。以下「物流効率化法」と

いう。）に基づき、一定規模以上の荷主及び物流事業者は特定事業者として指定され、

物流の効率化に向けた中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられます。 

そのためには、まずは荷主事業者が自社の取扱い貨物の重量を算定し、基準重量以上

であった場合には、荷主事業所管省庁に「特定荷主の指定の届出」を電子システムにて

提出することが必要です。 

国土交通省は、特定荷主等の指定の届出に関する事項や、主に電子システムを使った

届出の提出の方法について、荷主業界団体及び荷主事業者等を対象に、オンライン説明

会を開催します。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、次ページに記載のオンラ

イン説明会について、貴会会員企業の皆様へご周知賜りますよう宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

【添付資料】 

 別添１_国交省周知依頼文 

 別添２_周知用リーフレット 

 

 



説明会開催要領 

１．日時 

令和８年４月２７日（月）１４時００分～ 

※後日、国土交通省・経済産業省・農林水産省の各 web サイトに録画した説明会の 

動画が掲載される予定ですので、予めご了承の上ご参加ください。 

 

２．実施方式 

WEB 会議方式（Microsoft Teams）で実施することとし、会議 URL は以下のとおりで

す。事前登録は不要です。 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F33

5557326291867%3Fp%3Dlztuv00WFMOF57WVFZ%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=d8f

c89fc-e1c4-42de-b4e9-ef49154cd5cb&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePag

e=true&suppressPrompt=true 

 

３．内容 

・物流効率化法に関する概要 

・特定荷主等の指定の届出におけるシステム上での提出の仕方について 

・物流関係トピックの共有、優良事例の紹介等 

 

４．説明対象者 

荷主業界団体及び荷主事業者等の担当者 

※自らの事業に関して継続的にトラック事業者との間で運送契約を締結し、又は貨物 

の受渡しを行っている事業者（公的組織を含む。）は荷主に該当し得ます。 

 

５．担当者 

国土交通省物流・自動車局物流政策課 

電話：03-5253-8801（直通） 担当：堀田、田中 

経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課物流企画室 

電話：03-3501-0092（直通） 担当：佐藤、新井 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品流通課物流生産性向上推進室 

電話：03-3502-5741（直通） 担当：本川、本田 

 以 上 

 
（担当）事業部 本多 

TEL 03-3551-9396 

FAX 03-3555-3218 

ﾒｰﾙ jigyo@zenken-net.or.jp 
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